
赤
松
晃
教
授　

略
歴
・
業
績
一
覧

一
一
九

赤
松
晃
教
授　

略
歴
・
業
績
一
覧

　
（
略
歴
）

昭
和
二
七
年
九
月
二
七
日
生

平
成
一
二
年　

三
月 

一
橋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
公
法
・
国
際
関
係
専
攻
博
士
後
期
課
程
修
了

昭
和
五
〇
年　

四
月 

東
京
国
税
局
総
務
部
総
務
課
・
目
黒
税
務
署 

調
査
官
（
～
五
四
年
三
月
） 

昭
和
五
四
年　

七
月 

国
税
庁
人
事
課 

主
任
（
～
五
七
年
六
月
） 

昭
和
五
七
年　

七
月 

東
京
国
税
局
調
査
部 

調
査
官
（
～
六
〇
年
六
月
） 

昭
和
六
〇
年　

七
月 

国
税
庁
調
査
査
察
部
調
査
課 
調
査
官
（
～
六
二
年
六
月
）

昭
和
六
二
年　

七
月 

東
京
国
税
局
調
査
部
国
際
調
査
課
（
～
平
成
元
年
六
月
） 

平
成　

元
年　

七
月 

国
税
庁
調
査
査
察
部
調
査
課
国
際
係 

係
長
（
～
二
年
七
月
）

平
成　

二
年　

七
月 

B
aker&

M
ckenzie LLP,San Francisco

（
～
二
年
一
〇
月
） 

平
成　

二
年
一
〇
月 

東
京
青
山
法
律
事
務
所
・B

aker&
M

ckenzie LLP 

顧
問
税
理
士
（
～
四
年
一
月
） 

平
成　

四
年　

二
月 

ホ
ワ
イ
ト
＆
ケ
ー
ス
法
律
事
務
所
・W

hite&
case LLP

（
～
一
六
年
三
月
）



赤
松
晃
教
授　

略
歴
・
業
績
一
覧

一
二
〇

平
成
一
六
年　

四
月 

ホ
ワ
イ
ト
＆
ケ
ー
ス
税
理
士
法
人 

代
表
社
員 

平
成
二
二
年　

四
月 

駒
澤
大
学
法
学
部　

准
教
授　

採
用 

平
成
二
三
年　

四
月 

駒
澤
大
学
大
学
院
担
当

平
成
二
六
年　

四
月 

駒
澤
大
学
法
学
部　

教
授

平
成
二
六
年
一
〇
月 

デ
ロ
イ
ト
ト
ー
マ
ツ
税
理
士
法
人 

パ
ー
ト
ナ
ー

平
成
二
七
年　

九
月 
デ
ロ
イ
ト
ト
ー
マ
ツ
税
理
士
法
人 

シ
ニ
ア
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

　
　

永
年
勤
続
表
彰
（
一
〇 

年
）
平
成
三
一
年
二
月 

　

※
平
成
二
九
年
四
月
～
平
成
三
一
年
三
月　

法
学
部
法
律
学
科
昼
間
主
コ
ー
ス
主
任 

平
成
三
一
年
四
月
～
平
成
三
一
年
三
月　

法
学
部
法
律
学
科
夜
間
主
コ
ー
ス
主
任

令
和　

三
年
四
月
～
令
和　

四
年
二
月　

大
学
院
法
学
研
究
科
委
員
長 

令
和
四
年
二
月　

死
亡
解
職



赤
松
晃
教
授　

略
歴
・
業
績
一
覧

一
二
一

赤
松
晃
教
授
業
績
一
覧

　

書
籍
単
著

米
国
に
お
け
る
企
業
組
織
再
編
に
係
る
連
邦
所
得
税
の
基
礎
理
論

　

（John K
. M

cN
ulty, The Basic Theory of the Federal Incom

e Taxation of Corporate Reorganization in the U
nited States

）

　

日
本
租
税
研
究
協
会 

二
〇
〇
二
年　

二
月

国
際
課
税
の
実
務
と
理
論

－

グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
租
税
法
、
税
務
研
究
会
出
版
局 

二
〇
〇
七
年　

八
月 

国
際
課
税
の
実
務
と
理
論

－

グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
租
税
法
（
第
２
版
） 

二
〇
〇
九
年
一
二
月

国
際
課
税
の
実
務
と
理
論
―
グ
ロ
ー
バ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
租
税
法
（
第
３
版
）
、
税
務
研
究
会
出
版
局 

二
〇
一
一
年
一
二
月

G
ary M

. Thom
as

「
二
〇
一
一
年
に
お
け
る
米
国
税
制
改
革
に
関
す
る
議
論
の
現
状
報
告
」 

二
〇
一
二
年　

六
月

国
際
課
税
の
実
務
と
理
論
ー
グ
ロ
ー
バ
ル
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
租
税
法
（
第
四
版
）
、
税
務
研
究
会
出
版
局 

二
〇
一
五
年　

二
月 

　

書
籍
共
著

テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
租
税
法
（
第
二
版
）
水
野
忠
恒
編
・
著
、
中
央
経
済
社 

二
〇
一
八
年
一
〇
月

テ
キ
ス
ト
ブ
ッ
ク
租
税
法 

水
野
忠
恒
編
・
著
、
中
央
経
済
社 

二
〇
一
六
年　

四
月



赤
松
晃
教
授　

略
歴
・
業
績
一
覧

一
二
二

Transfer Pricing: Foreing R
ules adn Practice O

utside of Europo,Japan,  G
ary M

. Thom
as, Es,A

kira A
kam

atsu
　

Tax M
anagm

ent, 1995, Foreing Incom
e, Portfolios # 897 

一
九
九
五
年 

 　

論
文 

移
転
価
格
課
税
に
関
す
る
徴
収
の
猶
予
規
定
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

－

不
服
審
査
基
本
通
達105-2

に
移
転
価
格
課
税
に
係
る

　

取
扱
い
を
確
認
的
に
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
の
提
言
、
国
際
税
務
、
税
務
研
究
会
、
一
四
巻
三
号 

一
九
九
四
年　

三
月

我
が
国
の
移
転
価
格
税
制
に
お
け
る
『
支
配
』
の
意
義
に
つ
い
て

　
－A

rm
’s Length Transaction

の
法
理
に
よ
る
再
検
討
（
上
）
（
下
）
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
有
斐
閣
、
一
一
三
七
号 

一
九
九
八
年　

七
月

我
が
国
の
移
転
価
格
税
制
に
お
け
る
『
支
配
』
の
意
義
に
つ
い
て

　
－A

rm

’s Length Transaction

の
法
理
に
よ
る
再
検
討
（
上
）
（
下
）
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
有
斐
閣
、
一
一
三
九
号 

一
九
九
八
年　

八
月

国
際
租
税
原
則
と
日
本
の
国
際
租
税
法

－

国
際
的
事
業
活
動
と
独
立
企
業
原
則
を
中
心
に

－

、
税
務
研
究
会
出
版
局 

二
〇
〇
一
年
一
一
月

新
日
米
租
税
条
約
と
日
本
の
国
際
租
税
法

－

外
国
税
額
控
除
制
度
の
再
検
討

－

、

　

租
税
研
究
、
日
本
租
税
研
究
協
会
、
六
五
七
号 

二
〇
〇
四
年　

七
月

恒
久
的
施
設
（Perm

anent Establishm
ent

）
の
認
定
課
税
とO

EC
D

モ
デ
ル
租
税
条
約
の
進
展
、

　

ジ
ュ
リ
ス
ト
、
有
斐
閣
、
一
二
七
四
号 

二
〇
〇
四
年　

九
月

外
国
税
額
控
除
制
度
に
お
け
る
控
除
限
度
額
管
理
の
再
検
討

－

日
米
新
租
税
条
約
と
我
が
国
の
方
向

－

、

　

租
税
研
究
、
日
本
租
税
研
究
協
会
、
六
七
一
号 

二
〇
〇
五
年　

九
月



赤
松
晃
教
授　

略
歴
・
業
績
一
覧

一
二
三

米
国LLC

の
『
外
国
法
人
』
該
当
性
、
水
野
忠
恒
、
中
里
実
、
佐
藤
英
明
、
増
井
良
啓
編

　

『
租
税
判
例
百
選
（
四
版
）
』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
有
斐
閣
、
一
七
八
号 

二
〇
〇
五
年
一
〇
月

恒
久
的
施
設
（PE

）
の
認
定
と
帰
属
す
る
所
得

－

国
内
法
とO

EC
D

モ
デ
ル
租
税
条
約
、

　

租
税
研
究
、
日
本
租
税
研
究
協
会
、
六
八
八
号 

二
〇
〇
七
年　

二
月

「
国
際
課
税
の
基
本
的
な
仕
組
み
」
金
子
宏
編
『
租
税
法
の
基
本
問
題
』、
金
子
宏
編
『
租
税
法
の
基
本
問
題
』、
有
斐
閣 

二
〇
〇
七
年
一
一
月

Is there a perm
anent establishm

ent?, cahiers de droit fi scal international, 

　

International Fiscal A
ssociation, International Fiscal A

ssociation, volum
e 94a 

二
〇
〇
九
年　
　
　

米
国
モ
デ
ル
相
続
税
条
約
の
示
唆

－

遺
産
取
得
税
方
式
の
純
化
と
国
際
課
税
の
側
面
、

　

租
税
研
究
、
日
本
租
税
研
究
協
会
、
七
一
一
号 

二
〇
〇
九
年　

一
月

日
蘭
租
税
条
約
の
「
そ
の
他
所
得
」
に
該
当
す
る
匿
名
組
合
の
分
配
金

－

ガ
イ
ダ
ン
ト
事
件
、

　

『
最
新
租
税
判
例
六
〇

－

日
税
研
創
立
二
五
周
年
記
念
出
版
』
税
研
一
四
八
号
、

　

日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
五
巻
三
号 

二
〇
〇
九
年
一
一
月

O
EC

D

モ
デ
ル
租
税
条
約
二
五
条
五
項
に
導
入
さ
れ
た
仲
裁
規
定
の
意
義

　
－O

EC
D

の
事
例
検
討
を
手
が
か
り
に
、
租
税
研
究
、
日
本
租
税
研
究
協
会
、
七
二
七
号 

二
〇
一
〇
年　

五
月

国
際
課
税
分
野
で
の
立
法-

日
本
の
経
済
発
展
の
軌
跡
を
背
景
と
し
て 

金
子
宏
編
『
租
税
法
の
発
展
』

　

金
子
宏
編
『
租
税
法
の
発
展
』
、
有
斐
閣 

二
〇
一
〇
年
一
一
月



赤
松
晃
教
授　

略
歴
・
業
績
一
覧

一
二
四

相
続
税
・
贈
与
税
の
国
際
的
側
面

－

日
本
の
租
税
条
約
締
結
ポ
リ
シ
ー
へ
の
新
た
な
視
点

－
、

　

日
税
研
論
集
、
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
、
六
一
巻 

二
〇
一
一
年　

九
月

租
税
条
約
の
動
向
、
水
野
忠
恒
、
中
里
実
、
佐
藤
英
明
、
増
井
良
啓
、

　

渋
谷
雅
弘
編
『
租
税
判
例
百
選
（
第
五
版
）
』
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
有
斐
閣
、
二
〇
七
号 

二
〇
一
一
年
一
二
月

O
EC

D

移
転
価
格
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
第
九
章
『
事
業
再
編
に
係
る
移
転
価
格
の
側
面
』
を
読
み
解
く

　
－IFA

第
六
五
回
年
次
総
会
に
お
け
る
事
例
検
討
を
手
が
か
り
に

－

　

村
井
正
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
『
租
税
の
複
合
法
的
構
成
』
、
清
文
社 

二
〇
一
二
年
四　

月

日
本
企
業
の
国
際
展
開
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
（
二
〇
〇
二
年
～
二
〇
一
二
年
）
と
国
際
課
税
制
度
、
租
税
研
究
、
七
六
一
号 

二
〇
一
三
年
三
月
三

移
転
価
格
課
税
に
係
る
紛
争
の
処
理

－

租
税
条
約
に
基
づ
く
相
互
協
議
に
お
け
る
仲
裁
手
続
を
中
心
に

－

　

『
移
転
価
格
税
制
の
研
究
』
、
日
税
研
論
集
第
六
四
巻 

二
〇
一
三
年
一
一
月
一
一

B
EPS

を
め
ぐ
る
国
際
的
な
動
き
、
『
税
研
』
、
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
九
巻
五
号 

二
〇
一
四
年　

一
月

移
転
価
格
税
制
に
お
け
る
推
定
課
税
規
定
『
最
新
租
税
基
本
判
例
七
〇
』
、

　

税
研
、
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー
、
三
〇
巻
四
号 

二
〇
一
四
年
一
一
月

帰
属
主
義
に
よ
る
国
際
課
税
原
則
の
見
直
し
の
意
義
と
機
能

　

―
半
世
紀
ぶ
り
に
改
正
さ
れ
た
外
国
法
人
課
税
を
中
心
に
し
て
―　

一
橋
法
学
一
四
巻
二
号
、

　

一
橋
法
学　

水
野
忠
恒
先
生　

名
誉
教
授
称
号
授
与
記
念
、
一
四
巻
二
号 

二
〇
一
五
年　

七
月



赤
松
晃
教
授　

略
歴
・
業
績
一
覧

一
二
五

相
互
協
議
と
仲
裁 

金
子
宏
監
修
『
現
代
租
税
法
講
座 

第
四
巻 

国
際
課
税
』
、

　

監
修
、
金
子
宏
、
編
集
代
表
、
中
里
実
、
米
田
隆
、
岡
村
忠
生
、

　

編
集
担
当
、
渕
圭
吾
、
北
村
導
人
、
藤
谷
武
史
、
現
代
租
税
法
講
座 

第
四
巻 

国
際
課
税
、
日
本
評
論
社 

二
〇
一
七
年　

八
月

　

講
演
・
口
頭
発
表

A
cquisition by com

panies of their ow
n shares, IFA

 

二
〇
〇
二
年
オ
ス
ロ
大
会 

二
〇
〇
二
年　
　
　

徴
収
法
の
国
際
的
側
面

－

徴
収
共
助
に
係
るO

EC
D

モ
デ
ル
租
税
条
約
の
進
展
と
わ
が
国
の
方
向
、

　

租
税
法
学
会
『
租
税
法
研
究
三
三
号 
租
税
徴
収
法
の
現
代
的
課
題
』 

二
〇
〇
五
年　

六
月

Transfer Pricing and PE Taxation, IFA
,    

二
〇
〇
八
年
日
中
韓
セ
ミ
ナ
ー
ソ
ウ
ル
大
会 

二
〇
〇
八
年　
　
　

Subject 1: Is there a perm
anent establishm

ent ?, IFA
 ,    

二
〇
〇
九
年
バ
ン
ク
ー
バ
ー
大
会 

二
〇
〇
九
年　
　
　

　

受
賞

日
税
研
究
賞
特
別
賞
、
日
本
税
理
士
連
合
会
・
財
団
法
人
日
本
税
務
研
究
セ
ン
タ
ー 

二
〇
〇
二
年　

七
月


